
資料3
別紙様式2

〔随意契約によるもの〕 　　審査対象期間 　令和2年4月から令和2年7月 部局名　東京労働局

№ 公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及

び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

法人番号
随意契約によることとした会計法令の根拠条文及

び理由（企画競争又は公募）
予定価格（円） 契約金額（円） 落札率(%)

再就職の
役員の数

（人）
備　考

公共調達
審査会審議
結果状況
（所見）

2
町田公共職業安定所分庁舎　入
居工事

東京都千代田区九段南
1-2-1九段第3合同庁舎
東京労働局
支出負担行為担当官
東京労働局総務部長
小林　淳

令和2年4月10日

株式会社 小田急ハウ
ジング
東京都渋谷区初台1-
47-1

8011001005062

会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び
会計令第１０２条の４第３号

本工事については、賃貸人である小田急不
動産株式会社から業者の指定を受けている
ため。

47,309,362 44,000,000 93.0% -
【抽出案
件】

所見なし ◆

3
雇用調整助成金コールセンター
（仮称）電話設備一式設置工事

東京都千代田区九段南
1-2-1九段第3合同庁舎
東京労働局
支出負担行為担当官
東京労働局総務部長
小林　淳

令和2年5月8日
株式会社 アクト
東京都港区西新橋2-
22-8 第一協立ビル5F

5020001005834

会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び
会計令第１０２条の４第３号
本工事は、雇用調整助成金の特例措置に係
る問い合わせが殺到して電話回線が飽和状
態にある助成金事務センターの状況を緊急
的に改善するためのものである。本工事がな
されず雇用調整助成金に係る業務に滞りが
生じた場合、雇用安定事業のセーフティネット
としての機能を十分に果たせないことになり、
国民生活に悪影響が出かねないため上記法
令により随意契約とした。また、複数の業者
に確認したところ、左記業者が最短での対応
が可能であることに加え、過去に当ビルにお
いて電話設備設置経験があるため指定し
た。

2,898,500 2,189,000 75.5% -
【抽出案
件】

所見なし ◆

4
三鷹公共職業安定所分庁舎　入
居工事

東京都千代田区九段南
1-2-1九段第3合同庁舎
東京労働局
支出負担行為担当官
東京労働局総務部長
小林　淳

令和2年5月26日
多田建設 株式会社
東京都江東区亀戸1-
39-7

7010601004722

会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び
会計令第１０２条の４第３号
本工事については、賃貸人である株式会社
飯田産業より、左記業者を指定されているた
め。

83,001,948 77,000,000 92.8% -
【抽出案
件】

所見なし ◆

5
東京労働局雇用保険電子申請事
務センター五反田庁舎及び池袋分
室における電話設備工事

東京都千代田区九段南
1-2-1九段第3合同庁舎
東京労働局
支出負担行為担当官
東京労働局総務部長
小林　淳

令和2年6月24日
株式会社 アクト
東京都港区西新橋2-
22-8 第一協立ビル5F

5020001005834

会計法第２９条の３第５項及び予算決算及び
会計令第９９条第２号

予定価格が250万円を超えない工事に該当
するため

2,191,376 1,309,000 59.7% -

6
助成金事務センター及び休業支援
金事務センタ　多機能電話機増設
工事

東京都千代田区九段南
1-2-1九段第3合同庁舎
東京労働局
支出負担行為担当官
東京労働局総務部長
小林　淳

令和2年7月1日
株式会社 アクト
東京都港区西新橋2-
22-8 第一協立ビル5F

5020001005834

会計法第29条の３第５項及び予算決算及び
会計令第99条第２号に該当するため

新型コロナウイルス感染拡大による事業活
動の急激な縮小から地域経済が停滞してい
る中、国民生活のセーフティネットとして、助
成金事務センターの体制強化及び休業支援
金事務センターを創設しているが、本調達は
当該センター等のハード面の整備であり、こ
れを早期に実施しない限りセーフティネットと
しての役割を果たすことができないことから、
業者指定の随意契約を実施するもの。また、
本工事の実施にあたっては、ビル所有者側
から施工業者の指定を受けている。

2,185,775 1,980,000 90.6% -

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果（公共工事）



資料3
別紙様式2

〔随意契約によるもの〕 　　審査対象期間 　令和2年4月から令和2年7月 部局名　東京労働局

№ 公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及

び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

法人番号
随意契約によることとした会計法令の根拠条文及

び理由（企画競争又は公募）
予定価格（円） 契約金額（円） 落札率(%)

再就職の
役員の数

（人）
備　考

公共調達
審査会審議
結果状況
（所見）

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果（公共工事）

7
小田急第一生命ビル　東京労働局
増床に伴う床スロープ設置工事

東京都千代田区九段南
1-2-1九段第3合同庁舎
東京労働局
支出負担行為担当官
東京労働局総務部長
小林　淳

令和2年7月8日

清水建設 株式会社 東
京支店
東京都中央区京橋2-
16-1-14

1010401013565

会計法第29条の３第５項及び予算決算及び
会計令第99条第２号に該当するため

新型コロナウイルス感染拡大による事業活
動の急激な縮小から地域経済が停滞してい
る中、国民生活のセーフティネットとして、助
成金事務センターの体制強化及び休業支援
金事務センターを創設しているが、本調達は
当該センター等のハード面の整備であり、こ
れを早期に実施しない限りセーフティネットと
しての役割を果たすことができないことから、
業者指定の随意契約を実施するもの。また、
本工事の実施にあたっては、ビル所有者側
から施工業者の指定を受けている。

2,264,838 1,870,000 82.6% -

8
小田急第一生命ビル　東京労働局
増床に伴う仮設分電盤設備工事

東京都千代田区九段南
1-2-1九段第3合同庁舎
東京労働局
支出負担行為担当官
東京労働局総務部長
小林　淳

令和2年7月10日

清水建設 株式会社 東
京支店
東京都中央区京橋2-
16-1-14

1010401013565

会計法第29条の３第４項及び予算決算及び
会計令第102条の４第３号に該当するため

新型コロナウイルス感染拡大による事業活
動の急激な縮小から地域経済が停滞してい
る中、国民生活のセーフティネットとして、助
成金事務センターの体制強化及び休業支援
金事務センターを創設しているが、本調達は
当該センター等のハード面の整備であり、こ
れを早期に実施しない限りセーフティネットと
しての役割を果たすことができないことから、
業者指定の随意契約を実施するもの。また、
本工事の実施にあたっては、ビル所有者側
から施工業者の指定を受けている。

2,908,008 2,860,000 98.3% -

9
小田急第一生命ビル　東京労働局
増床に伴う弱電配管設備工事

東京都千代田区九段南
1-2-1九段第3合同庁舎
東京労働局
支出負担行為担当官
東京労働局総務部長
小林　淳

令和2年7月13日

清水建設 株式会社 東
京支店
東京都中央区京橋2-
16-1-14

1010401013565

会計法第29条の３第５項及び予算決算及び
会計令第99条第２号に該当するため

新型コロナウイルス感染拡大による事業活
動の急激な縮小から地域経済が停滞してい
る中、国民生活のセーフティネットとして、助
成金事務センターの体制強化及び休業支援
金事務センターを創設しているが、本調達は
当該センター等のハード面の整備であり、こ
れを早期に実施しない限りセーフティネットと
しての役割を果たすことができないことから、
業者指定の随意契約を実施するもの。また、
本工事の実施にあたっては、ビル所有者側
から施工業者の指定を受けている。

1,211,548 1,113,200 91.9% -



資料3
別紙様式2

〔随意契約によるもの〕 　　審査対象期間 　令和2年4月から令和2年7月 部局名　東京労働局

№ 公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及

び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

法人番号
随意契約によることとした会計法令の根拠条文及

び理由（企画競争又は公募）
予定価格（円） 契約金額（円） 落札率(%)

再就職の
役員の数

（人）
備　考

公共調達
審査会審議
結果状況
（所見）

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果（公共工事）

10
小田急第一生命ビル　東京労働局
増床に伴う幹線・コンセント設備工
事

東京都千代田区九段南
1-2-1九段第3合同庁舎
東京労働局
支出負担行為担当官
東京労働局総務部長
小林　淳

令和2年7月17日

清水建設 株式会社 東
京支店
東京都中央区京橋2-
16-1-14

1010401013565

会計法第29条の３第４項及び予算決算及び
会計令第102条の４第３号に該当するため

新型コロナウイルス感染拡大による事業活
動の急激な縮小から地域経済が停滞してい
る中、国民生活のセーフティネットとして、助
成金事務センターの体制強化及び休業支援
金事務センターを創設しているが、本調達は
当該センター等のハード面の整備であり、こ
れを早期に実施しない限りセーフティネットと
しての役割を果たすことができないことから、
業者指定の随意契約を実施するもの。また、
本工事の実施にあたっては、ビル所有者側
から施工業者の指定を受けている。

12,422,949 11,396,000 91.7% -
【抽出案
件】

所見なし ◆


